
長岡市建設工事監督技術基準 
 

１ 目 的 

 本市が発注する建設工事における請負契約の適正な履行を確保するため、長

岡市建設工事監督規程第27条の改定に基づき建設工事監督の技術基準を定める

ことにより、監督業務の適切な実施を図ることを目的とする。 

２ 適 用 

 この基準は、長岡市が発注する建設工事における監督員の一般的監督業務の

標準を示すものであり、監督員は工事の施工に際し契約書及び設計図書に基づ

き、この基準により監督を行うものとする。 

ただし、工事内容によりこの基準を適用することが不適当と判断された場合

には、この基準によらないことができる。 

３ 確認方法 

 確認方法は次による。 

 

審  査 

            

       立  会 

  監 督 

                検  測 

 

       観  察 

 

(1) 審 査：受注者から提出された書類（計画書、報告書、データ、図面及び

写真）について監督員自ら検討することをいう。 

(2) 立 会：施工の進行過程を確認する行為で、記録写真等書類的な方法では、

その状況を把握することが十分でない事項について、監督員が現

地において、その適否を確認することをいう。 

(3) 検 測：所定の品質及び適正な出来形を確保するため測定等を監督員立会

のうえ受注者に実施させ、又は自らこれを確認することをいう。 

(4) 観 察：施工過程において監督員が現地において、施工内容を把握するこ

とをいう。 

４ 監督の技術基準 

 監督の技術基準については、別紙１「監督技術基準」によるものとする。 

５ 確認後の処理 

 現地において確認した場合、監督業務上、特に必要と認めるものは適宜記録

するものとする。 

 

附 則 

この基準は、平成元年２月１日から適用する。 

附 則 

 この基準は、平成24年４月１日から適用する。 

 



別紙１ 
監督技術基準 

 
 
 本市の監督技術基準は、次に示す、国及び新潟県の所管する部局並びに団体等

の基準を準用するものとする。 
また、基準の確認等の監督業務は､市が別に定める様式（市に定めがないものに

あっては国及び新潟県の所管する部局並びに団体等のものに準じた様式）により、

行うものとする。 
 

１ 土木工事の監督技術基準は、「新潟県土木工事標準仕様書」及び「新潟県農

業土木工事標準仕様書」に掲げる基準によるものとする。 

 

２ 建築工事の監督技術基準は、国土交通省が定める、「公共建築工事標準仕様

書」、「公共建築改修工事標準仕様書」、「公共住宅建設工事共通仕様書」、

「建築解体工事共通仕様書」及び「木造建築工事標準仕様書」に掲げる基準に

よるものとする。 

 

３ 下水道工事の監督技術基準は、「土木工事監督技術基準」及び「建築工事監

督技術基準」のほか、「社団法人日本下水道協会」及び「地方共同法人日本下

水道事業団」の標準仕様書等に掲げる基準によるものとする。 

 

４ 水道工事の監督技術基準は、「土木工事監督技術基準」及び「建築工事監督

技術理基準」のほか、「社団法人日本水道協会」の標準仕様書等に掲げる基準

によるものとする。 


